
文教委員会請願・陳情説明資料 
 

令和２年７月３日 
 

 

件   名    頁 

 

（教育指導部） 

１ 元受理番号１８ 小学校の図書館に直接雇用の図書館司書の配置を求める陳情・・   ２ 

 

（学校運営部） 

２ 元受理番号１９ 新田地区の学校計画見直しを求める陳情・・・・・・・・・・  ３ 

３ 元受理番号２０ 
小中一貫校 新田学園の教育環境改善のために学校用地拡張を

求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 ９ 

４ 受理番号５ 
足立区立小・中学校全ての給食調理場に空調設備の設置を求め

る請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １６ 

５ 受理番号６ 
足立区立小・中学校全校の給食調理室に空調設備の設置を求め

る請願・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １８ 

 

（子ども家庭部） 

６ 元受理番号６ 
不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども達とその保護

者に対する適切な支援等の創設を求める請願・・・・・・・・ 

 

２０ 

７ 元受理番号１３ 
児童・生徒の介助員登録者を増やす工夫・改善及び行事介助員

を探す際の保護者の負担軽減を求める請願・・・・・・・・・ 

 

２３ 

８ 元受理番号２１ 

健常児と障がい児が関わる時間を増やすインクルーシブ教育の

拡大と医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れる保育制度を

求める陳情・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

２５ 

（ 教 育 委 員 会 ） 
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件 名 元受理番号１８ 小学校の図書館に直接雇用の図書館司書の配置 

を求める陳情  

所 管 部 課 名 教育指導部教育政策課 

陳 情 の 要 旨  小学校の図書館司書を中学校同様に直接雇用に切り替え、毎日配

置してください。 

陳 情 者 等 請願文書表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 小学校図書館への支援員配置経緯 

 （１）平成２６年６月 

    「学校図書館法」改正：学校司書配置の努力義務等。 

 （２）平成２９年９月 

    業務委託により全校に支援員配置開始（週１日６時間）。 

＊委託以前は教員とボランティアが図書館業務を担当。 

＊中学校には直接雇用の支援員を全校配置（年 205日)。 

（３）令和２年４月 

支援員と教員等の連携を強化し、学校図書館の利活用を推

進するため、全校の事業形態を人材派遣に変更。 

 

 ２ 支援内容 

 （１）配置日数・時間 

    令和２年度：週２日・１日６時間勤務 

     [参考]令和元年度：週１日・１日６時間勤務 

（２）経費 

   令和２年度予算：１１４，７６１，０００円 

    [参考]令和元年度予算：５０，０９６，４００円 

 （３）業務内容 

   ア 基本業務  : 開閉館、貸出返却処理、レファレンス等 

   イ 環境整備業務: 図書配架、展示、蔵書点検、選書支援等 

   ウ 授業支援等  :  教材用図書選書支援、読み語り、ブック 

トーク、読書支援等 

 

 ３ 他区の状況（令和元年５月時点） 

 （１）委託事業を実施：１０区 

[内訳] 週 1=３区 週２=５区 週３=１区 週５=１区 

 （２）非常勤職員を雇用：７区 

［内訳］ 週 1=１区 週２=１区 週４=２区 週５=３区 

（３）指定管理：２区 

       [内訳] 週３=１区 週４=１区 

 （４）有償ボランティア：２区 

[内訳] 週 1=１区 週２=１区 

（５）不明：１区 
（出典：学校図書館を考える全国連絡会  

「東京都公立小・中学校／学校司書配置状況 2019」） 

問 題 点 等 
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件  名 元受理番号１９ 新田地区の学校計画見直しを求める陳情 

所管部課名 

教育指導部 教育政策課、小中連携教育担当課、教育指導課 

学校運営部 学校適正配置担当課、学校施設課、学務課 

学校改築担当部 学校改築担当課 

陳情の要旨 

現在、新田学園の小学校には３８学級、特別支援学級２学級の１，３５０

人の児童が通っている。これは区が適正規模とする２４学級３４０人から 

７６０人をはるかに上回る人数で、様々な問題や課題が生じている。 

周囲を河川に囲まれていることから、適正規模・適正配置の検討が困難で

あるならば、今後迎えるピークの対応として、新田学園の分離及び新田地区

へのもう１校の新設を検討してほしい。また、新田地区には地域住民の避難

所も人口に対して不足している。学校は災害時には避難所の機能も果たす。

万一の災害時に垂直避難が可能な校舎（学校）を検討してほしい。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容 

及び経過 

１ 新田学園施設設置の経緯 

平成２２年４月 

第一校舎開校 

独立行政法人都市再生機構（以下、ＵＲ）に

よる新田地区の再開発に伴い、新田小・中学

校を統合し、同一校舎での小中一貫校として

開校。 

・ 鉄筋コンクリート造４階建 

・ 延床面積約１３，０８４㎡ 

・ 普通教室数３１教室 

・ グラウンド約４，５００㎡ 

・ 体育館約１，０００㎡ 

・ 児童・生徒数約１,０００人を想定 

平成２２年８月 

文教委員会報告 

当初想定していた児童・生徒の発生率を大幅

に上回ることが判明し、平成２４年度には普

通教室が不足することが想定されるため、早

急に対応策を検討することを報告。 

平成２３年１月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地と再開発地区Ｊ街区を比較

検討し、第一校舎との距離や敷地面積の点か

ら、Ｊ街区をＵＲから購入し新校舎を建設す

ることを報告。 

地域から要望のあった新田さくら公園は、①

国庫補助金、都市計画交付金、起債の返還が

生じること、②別途都市計画公園を確保しな

ければならないこと、③児童・生徒急増への

早期対応が求められていることから、新校舎

の建設地とはしないこととした。 
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内容 

及び経過 

 

平成２５年４月 

第二校舎開校 

・ 鉄骨造４階建 

・ 延床面積約１１，２４７㎡ 

・ 普通教室数４０教室（＋６教室） 

・ 体育館約５７０㎡ 

・ 中庭、テラス、屋上広場を人工芝とし、体

育館を含め、児童の活動の場を確保 

平成２８年１２月 

文教委員会報告 

開発に伴う新田学園の児童・生徒数の増加に

より、今後、運動施設が不足する見込みであ

ることから、学校関係者や地域住民等と対応

策を協議することを報告。 

平成２８年１２月 

～平成２９年７月 

新田まちづくり 

連絡会 

新田まちづくり連絡会に学校部会を立ち上げ、

対応策を検討。新田さくら公園、区営住宅跡

地、旧新田小・中学校跡地、荒川河川敷等、

複数の活用案を比較検討した結果、旧新田小

学校跡地の活用が最善との結論を得る。 

平成２９年８月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地にバス利用を前提とした校

庭を整備することを報告。 

令和元年６月 

新校庭整備工事 

契約締結 

令和２年３月１３日竣工予定 

契約金額 ６０９，４００，０００円 

・ グラウンド 約３，９００㎡ 

・ 管理棟（１階建）、バス乗降場所 

令和２年２月 

新校庭整備工事 

契約変更 

令和２年７月３１日竣工予定に変更 

契約金額 ７２９，９４９，０００円 

（１２０，５４９，０００円増額） 

・ 防球ネット拡大、土壌汚染対策、他 

令和２年３月 

文教委員会 

陳情資料提出 

新たな人口推計による新田小・中学校児童生

徒数の推移について資料を提出。 

・ 平成２７年度人口推計に基づく試算と比

較し、人口減少の進行は緩やかな見込み 

・ 学級数は現行の第一校舎と第二校舎にお

いて対応可能 

・ 体育授業が第一校舎と第二校舎で実施可

能となるのは令和８年度以降 

令和２年７月 

新校庭整備工事 

契約変更予定 

令和２年８月３１日竣工予定に変更 

契約予定金額 ７６２，４０９，０００円 

（３２，４６０，０００円増額） 

・ 地中障害物・土壌汚染対策費の増、道路舗

装仕様及び範囲の変更、他 
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内容 

及び経過 

２ 新田学園児童・生徒数の推移（Ｐ７参照） 

 

実 数 予 測 差 引 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

Ｈ２２ 774 ２３ － － － － 

Ｈ２３ 928 ２８ 1,074 ３２ △146 △４ 

Ｈ２４ 1,044 ３２ 1,216 ３７ △172 △５ 

Ｈ２５ 1,177 ３６ 1,490 ４７ △313 △１１ 

Ｈ２６ 1,323 ４０ 1,698 ５３ △375 △１３ 

Ｈ２７ 1,484 ４５ 1,923 ６５ △439 △２０ 

Ｈ２８ 1,575 ４７ 2,094 ７１ △519 △２４ 

Ｈ２９ 1,707 ５１ 1,730 ５１ △23 ±０ 

Ｈ３０ 1,832 ５３ 2,050 ５９ △218 △６ 

Ｒ１ 1,833 ５２ 2,140 ６１ △307 △９ 

Ｒ２ 1,819 ５２ 1,834 ５３ △15 △１ 

Ｒ３ － － 1,828 ５２ － － 

Ｒ４ － － 1,777 ５１ － － 

Ｒ５ － － 1,741 ４９ － － 

Ｒ６ － － 1,668 ４８ － － 

Ｒ７ － － 1,586 ４５ － － 

Ｒ８ － － 1,507 ４３ － － 

Ｒ９ － － 1,435 ４３ － － 

Ｒ１０ － － 1,408 ４１ － － 

※児童・生徒数は特別支援（固定級）を除く、学級数は普通教室数 

実数：各年５月１日現在 

予測：Ｈ２３～２８は平成２２年１２月文教委員会報告 

Ｈ２９～Ｒ１は平成２８年１２月文教委員会報告 

Ｒ２～Ｒ１０は令和２年３月文教委員会資料提出 
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内容 

及び経過 

３ 新田学園学区域内の学齢・学齢前人口（令和２年５月１日現在） 

年齢 １４歳 １３歳 １２歳 

学年 ９年 ８年 ７年 

居住人数 180 234 226 

生徒数 153 183 179 

学級数 ４ ５ ６ 

 

年齢 １１歳 １０歳 ９歳 ８歳 ７歳 ６歳 

学年 ６年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 

居住人数 263 239 245 243 203 192 

児童数 244 224 231 229 191 185 

学級数 ７ ６ ６ ６ ６ ６ 

 

年齢 ５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳 

学年       

居住人数 195 166 184 161 137 137 

児童数       

学級数       

 

４ 新田学園施設配置図 

  Ｐ８参照 

問題点等 
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新田小中学校児童・生徒数比較（H27人口推計・R1人口推計）
※H27人口推計・R1人口推計ともに高位推計による 
※令和元年までは、実数を採用。令和２年度以降の小学校入学数は、住基を採用。令和８年度以降の小学校入学数は、人口推計値を採用
※在籍率は、小：93.6、中：79.3
※H27人口推計には、H29入居319世帯及び2022入居83世帯のマンションを考慮
※R1人口推計には、R4入居83世帯のマンションを考慮

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36

新田小中合計児童・生徒
数（H27人口推計）

538 517 548 583 622 774 928 1044 1177 1323 1484 1575 1707 1832 1833 1834 1828 1777 1741 1668 1586 1512 1439 1410 1362 1325 1308 1266 1237 1225 1195 1167 1133 1107 1071 1036 999 961 933 902 874 845 820 803 788 775 763 752 742 734

新田小中合計クラス数
（H27人口推計）

18 18 18 18 20 23 28 32 36 40 45 47 51 53 52 53 52 51 49 48 45 43 43 41 40 39 38 36 35 36 36 36 35 34 33 31 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 25 25 25

新田小中合計児童・生徒
数（R1人口推計）

538 517 548 583 622 774 928 1044 1177 1323 1484 1575 1707 1832 1833 1834 1828 1777 1741 1668 1586 1507 1435 1408 1368 1341 1332 1301 1283 1291 1285 1278 1270 1265 1259 1252 1247 1242 1241 1237 1231 1225 1218 1215 1214 1211 1209 1206 1204 1201

新田小中合計クラス数
（R1人口推計）

18 18 18 18 20 23 28 32 36 40 45 47 51 53 52 53 52 51 49 48 45 43 43 41 40 39 38 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 37 36 36 35

18 18 18 18 20
23

28
32

36
40

45 47
51 53 52 53 52 51 49 48

45 43 43 41 40 39 38 36 35 36 36 36 35 34 33 31 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 25 25 25
18 18 18 18 20

23
28

32
36

40
45 47

51 53 52 53 52 51 49 48
45 43 43 41 40 39 38 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 37 36 36 35
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H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36

新田小中学校児童生徒数比較（H27人口推計・R1人口推計）

新田小中合計クラス数（H27人口推計） 新田小中合計クラス数（R1人口推計） 第一校舎普通教室数（３１） 第一・二校舎普通教室数合計（６９）
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件  名 
元受理番号２０ 小中一貫校 新田学園の教育環境改善のために学校用地拡 

張を求める陳情 

所管部課

名 

都市建設部 市街地整備室まちづくり課、みどりと公園推進室みどり推進課  

教育指導部 教育政策課、小中連携教育担当課、教育指導課 

学校運営部 学校施設課、学校適正配置担当課、学務課 

学校改築担当部 学校改築担当課 

陳情の要

旨 

開校１０周年の新田学園は、第一校舎（校庭あり）・第二校舎（校庭なし）・建

設中の第二校庭の３カ所に分散された特殊な施設環境である。離れた校舎は子ども

達や教員の負担であり、校庭がない事は安全上・教育上の問題を生じている。また

来年度４月から運用される第二校庭はバス輸送する程の距離にあり、子ども達が学

校を離れるというリスクは否めない。子ども達が２，０００人を超えるという予測

が、開校計画の段階からなされていれば、このような事態には陥っていなかったは

ずである。 

新田地区唯一の学校が、施設を３カ所に分散したまま、先々の子ども達へ継続す

るのは本意ではない。ごく当たり前の学校環境に改善していく計画を区に考えて頂

きたい。 

幸いなことに第一校舎は広大な新田さくら公園と隣接している。公園用地からの

変更に要する年月を考えたら、今から着手が必要である。ここへ学校用地を拡張し

てほしい。そして全ての子ども達が「校舎と校庭が隣接した環境」で学校生活を送

れるよう、同じ敷地内に新たな第二校舎と、拡張した校庭を設置することを求める。 

陳情者等 請願文書表のとおり 

内容 

及び経過 

１ 新田学園施設設置の経緯 

平成２２年４月 

第一校舎開校 

独立行政法人都市再生機構（以下、ＵＲ）に

よる新田地区の再開発に伴い、新田小・中学

校を統合し、同一校舎での小中一貫校として

開校。 

・ 鉄筋コンクリート造４階建 

・ 延床面積約１３，０８４㎡ 

・ 普通教室数３１教室 

・ グラウンド約４，５００㎡ 

・ 体育館約１，０００㎡ 

・ 児童・生徒数約１,０００人を想定 

平成２２年８月 

文教委員会報告 

当初想定していた児童・生徒の発生率を大幅

に上回ることが判明し、平成２４年度には普

通教室が不足することが想定されるため、早

急に対応策を検討することを報告。 
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内容 

及び経過 

 

平成２３年１月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地と再開発地区Ｊ街区を比較

検討し、第一校舎との距離や敷地面積の点か

ら、Ｊ街区をＵＲから購入し新校舎を建設す

ることを報告。 

地域から要望のあった新田さくら公園は、①

国庫補助金、都市計画交付金、起債の返還が

生じること、②別途都市計画公園を確保しな

ければならないこと、③児童・生徒急増への

早期対応が求められていることから、新校舎

の建設地とはしないこととした。 

平成２５年４月 

第二校舎開校 

・ 鉄骨造４階建 

・ 延床面積約１１，２４７㎡ 

・ 普通教室数４０教室（＋６教室） 

・ 体育館約５７０㎡ 

・ 中庭、テラス、屋上広場を人工芝とし、体

育館を含め、児童の活動の場を確保 

平成２８年１２月 

文教委員会報告 

開発に伴う新田学園の児童・生徒数の増加に

より、今後、運動施設が不足する見込みであ

ることから、学校関係者や地域住民等と対応

策を協議することを報告。 

平成２８年１２月 

～平成２９年７月 

新田まちづくり 

連絡会 

新田まちづくり連絡会に学校部会を立ち上げ、

対応策を検討。新田さくら公園、区営住宅跡

地、旧新田小・中学校跡地、荒川河川敷等、

複数の活用案を比較検討した結果、旧新田小

学校跡地の活用が最善との結論を得る。 

平成２９年８月 

文教委員会報告 

旧新田小学校跡地にバス利用を前提とした校

庭を整備することを報告。 

令和元年６月 

新校庭整備工事 

契約締結 

令和２年３月１３日竣工予定 

契約金額 ６０９，４００，０００円 

・ グラウンド 約３，９００㎡ 

・ 管理棟（１階建）、バス乗降場所 

令和２年２月 

新校庭整備工事 

契約変更 

令和２年７月３１日竣工予定に変更 

契約金額 ７２９，９４９，０００円 

（１２０，５４９，０００円増額） 

・ 防球ネット拡大、土壌汚染対策、他 
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令和２年３月 

文教委員会 

陳情資料提出 

新たな人口推計による新田小・中学校児童生

徒数の推移について資料を提出。 

・ 平成２７年度人口推計に基づく試算と比

較し、人口減少の進行は緩やかな見込み 

・ 学級数は現行の第一校舎と第二校舎にお

いて対応可能 

・ 体育授業が第一校舎と第二校舎で実施可

能となるのは令和８年度以降 

令和２年７月 

新校庭整備工事 

契約変更予定 

令和２年８月３１日竣工予定に変更 

契約予定金額 ７６２，４０９，０００円 

（３２，４６０，０００円増額） 

・ 地中障害物・土壌汚染対策費の増、道路舗

装仕様及び範囲の変更、他 
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内容 

及び経過 

２ 新田学園児童・生徒数の推移（Ｐ１４参照） 

 

実 数 予 測 差 引 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

児童・

生徒数 
学級数 

Ｈ２２ 774 ２３ － － － － 

Ｈ２３ 928 ２８ 1,074 ３２ △146 △４ 

Ｈ２４ 1,044 ３２ 1,216 ３７ △172 △５ 

Ｈ２５ 1,177 ３６ 1,490 ４７ △313 △１１ 

Ｈ２６ 1,323 ４０ 1,698 ５３ △375 △１３ 

Ｈ２７ 1,484 ４５ 1,923 ６５ △439 △２０ 

Ｈ２８ 1,575 ４７ 2,094 ７１ △519 △２４ 

Ｈ２９ 1,707 ５１ 1,730 ５１ △23 ±０ 

Ｈ３０ 1,832 ５３ 2,050 ５９ △218 △６ 

Ｒ１ 1,833 ５２ 2,140 ６１ △307 △９ 

Ｒ２ 1,819 ５２ 1,834 ５３ △15 △１ 

Ｒ３ － － 1,828 ５２ － － 

Ｒ４ － － 1,777 ５１ － － 

Ｒ５ － － 1,741 ４９ － － 

Ｒ６ － － 1,668 ４８ － － 

Ｒ７ － － 1,586 ４５ － － 

Ｒ８ － － 1,507 ４３ － － 

Ｒ９ － － 1,435 ４３ － － 

Ｒ１０ － － 1,408 ４１ － － 

※児童・生徒数は特別支援（固定級）を除く、学級数は普通教室数 

実数：各年５月１日現在 

予測：Ｈ２３～２８は平成２２年１２月文教委員会報告 

Ｈ２９～Ｒ１は平成２８年１２月文教委員会報告 

Ｒ２～Ｒ１０は令和２年３月文教委員会資料提出 
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内容 

及び経過 

３ 新田学園学区域内の学齢・学齢前人口（令和２年５月１日現在） 

年齢 １４歳 １３歳 １２歳 

学年 ９年 ８年 ７年 

居住人数 180 234 226 

生徒数 153 183 179 

学級数 ４ ５ ６ 

 

年齢 １１歳 １０歳 ９歳 ８歳 ７歳 ６歳 

学年 ６年 ５年 ４年 ３年 ２年 １年 

居住人数 263 239 245 243 203 192 

児童数 244 224 231 229 191 185 

学級数 ７ ６ ６ ６ ６ ６ 

 

年齢 ５歳 ４歳 ３歳 ２歳 １歳 ０歳 

学年       

居住人数 195 166 184 161 137 137 

児童数       

学級数       

 

４ 新田学園施設配置図 

  Ｐ１５参照 

問題点等  

 



14

新田小中学校児童・生徒数比較（H27人口推計・R1人口推計）
※H27人口推計・R1人口推計ともに高位推計による 
※令和元年までは、実数を採用。令和２年度以降の小学校入学数は、住基を採用。令和８年度以降の小学校入学数は、人口推計値を採用
※在籍率は、小：93.6、中：79.3
※H27人口推計には、H29入居319世帯及び2022入居83世帯のマンションを考慮
※R1人口推計には、R4入居83世帯のマンションを考慮

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36

新田小中合計児童・生徒
数（H27人口推計）

538 517 548 583 622 774 928 1044 1177 1323 1484 1575 1707 1832 1833 1834 1828 1777 1741 1668 1586 1512 1439 1410 1362 1325 1308 1266 1237 1225 1195 1167 1133 1107 1071 1036 999 961 933 902 874 845 820 803 788 775 763 752 742 734

新田小中合計クラス数
（H27人口推計）

18 18 18 18 20 23 28 32 36 40 45 47 51 53 52 53 52 51 49 48 45 43 43 41 40 39 38 36 35 36 36 36 35 34 33 31 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 25 25 25

新田小中合計児童・生徒
数（R1人口推計）

538 517 548 583 622 774 928 1044 1177 1323 1484 1575 1707 1832 1833 1834 1828 1777 1741 1668 1586 1507 1435 1408 1368 1341 1332 1301 1283 1291 1285 1278 1270 1265 1259 1252 1247 1242 1241 1237 1231 1225 1218 1215 1214 1211 1209 1206 1204 1201

新田小中合計クラス数
（R1人口推計）

18 18 18 18 20 23 28 32 36 40 45 47 51 53 52 53 52 51 49 48 45 43 43 41 40 39 38 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 37 36 36 35

18 18 18 18 20
23

28
32

36
40

45 47
51 53 52 53 52 51 49 48

45 43 43 41 40 39 38 36 35 36 36 36 35 34 33 31 29 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 25 25 25
18 18 18 18 20
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28

32
36
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51 53 52 53 52 51 49 48
45 43 43 41 40 39 38 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 36 36 38 38 37 36 36 35
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新田小中学校児童生徒数比較（H27人口推計・R1人口推計）

新田小中合計クラス数（H27人口推計） 新田小中合計クラス数（R1人口推計） 第一校舎普通教室数（３１） 第一・二校舎普通教室数合計（６９）
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件 名 受理番号５ 足立区立小・中学校全ての給食調理場に空調設備の 

設置を求める請願 

所 管 部 課 名 学校運営部 学校施設課、学務課 

学校改築担当部 学校改築担当課 

 

請 願 の 要 旨 

 

 熱中症や食中毒の心配なく安全な給食が作れるように足立区立

小・中学校の給食調理場に早急に空調設備の設置をしてほしい。 

 足立区小・中学校で子ども達に提供されている給食は、「日本一

おいしい給食」として全国的に有名である。しかし近年の温暖化に

よる気温上昇に伴う調理環境の悪化は、栄養士、給食調理師の工夫

と努力の限界を超え、熱中症に誰がなってもおかしくない給食調理

場で食中毒の危険を常に想定しながらの給食提供という大きなリス

クを抱えている。火器を使い、蒸気の立つ中の作業では体感温度が

更に高くなることも考慮し、検討をお願いしたい。 

請 願 者 等 請願文書表のとおり 

紹介議員名 ぬかが 和子議員、鈴木 あきら議員、長谷川 たかこ議員 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

１ 現在の状況 

（１）平成３０年度以降の新築校・改築校 

順次、給食調理場にエアコンを設置している。 

（２）既存校 

平成３０年１０月に移動式スポットクーラーを２台ずつ

導入済。 

 

２ 給食調理場エアコン設置校 

区分 学校名 

小学校 千寿小、綾瀬小(工事中)、江北小(工事中) 

中学校 
鹿浜菜の花中、江北桜中、千寿青葉中(工事

中) 

 

３ 給食調理場エアコン設置にかかる課題（既存校） 

（１）既存設備(天井裏ダクト・照明器具・大型厨房設備等)に

よる制約があり、エアコン室内機の設置場所の確保が課題

である。 

（２）エアコン室外機設置場所に制約がある（近隣への騒音臭

気対策が必要）。 
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（３）夏季休暇期間内に工事を完了させるための事前調査・調整

に万全を期す必要がある。 

 

４ 今年度の取り組み予定 

（１）他区の導入状況を調査（実施中） 

（２）各校におけるエアコン室内機・室外機の設置場所を調査 

（３）工事実施スケジュールの検討 

 

 

問 題 点 等 
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件 名 受理番号６ 足立区立小・中学校全校の給食調理室に空調設備の 

設置を求める請願 

所 管 部 課 名 学校運営部 学校施設課、学務課 

学校改築担当部 学校改築担当課 

 

請 願 の 要 旨 

 

 安全な給食が作れるように、足立区立小・中学校の給食調理室に

空調設備を設置してほしい。 

 給食調理室に空調設備が設置されている一部の学校を除き、その

他多くの学校ではスポットクーラーが備えられているだけで、衛生

管理に関する関係法令等の基準を満たすための対応としては不十分

な状況である。 

近年では記録的な猛暑が続いていることや、新型コロナウイルス

の影響で今年度の夏休みが短縮されることなどから、熱中症のリス

クも更に高くなるという厳しい職業環境にある。 

このような趣旨を理解し、子ども達に安全でおいしい給食を提供

する環境整備のため、労働災害防止の観点からも、空調設備の全校

の給食調理室への設置に向けた速やかな決定をお願いしたい。 

請 願 者 等 請願文書表のとおり 

紹介議員名 おぐら 修平議員 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

１ 現在の状況 

（１）平成３０年度以降の新築校・改築校 

順次、給食調理場にエアコンを設置している。 

（２）既存校 

平成３０年１０月に移動式スポットクーラーを２台ずつ

導入済。 

 

２ 給食調理場エアコン設置校 

区分 学校名 

小学校 千寿小、綾瀬小(工事中)、江北小(工事中) 

中学校 
鹿浜菜の花中、江北桜中、千寿青葉中(工事

中) 

 

３ 給食調理場エアコン設置にかかる課題（既存校） 

（１）既存設備(天井裏ダクト・照明器具・大型厨房設備等)に

よる制約があり、エアコン室内機の設置場所の確保が課題
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である。 

（２）エアコン室外機設置場所に制約がある（近隣への騒音臭

気対策が必要）。 

（３）夏季休暇期間内に工事を完了させるための事前調査・調整

に万全を期す必要がある。 

 

４ 今年度の取り組み予定 

（１）他区の導入状況を調査（実施中） 

（２）各校におけるエアコン室内機・室外機の設置場所を調査 

（３）工事実施スケジュールの検討 

 

 

問 題 点 等 
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件 名 
元受理番号６ 不登校の子ども達や発達障がい特性のある子ども

達とその保護者に対する適切な支援等の創設を求

める請願 

所 管 部 課 名 こども支援センターげんき 支援管理課、教育相談課 

教育指導部 教育指導課 

 

請 願 の 要 旨 

 

足立区の小・中学生の不登校者数は１,０００名を超えています。

不登校に起因する発達障がい特性のある子ども達やその保護者に対

する適切な支援、そして子どものいじめや自殺予防などにも対応で

きる実効性ある支援施策の構築を強く求めます。 

請 願 者 等 請願文書表のとおり 

紹 介 議 員 名 長谷川 たかこ議員 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

１ 発達障がいのある児童・生徒への支援 

（１）全小中学校に特別支援教室を配置（令和２年度） 

ア 発達障がい傾向のある児童・生徒の特性に応じた環境を構築  

イ 全校に都費教員を配置（学校の状況に応じて区費非常勤教 

 員も配置） 

ウ 専門性向上を目指した研修の充実 

（２）ユニバーサルデザインの視点を取り入れた教育活動の推進 

ア 特別支援教育検討委員会の下に作業部会を設置 

イ 主な改善点（令和２年度より実施） 

・  研修内容を検証し、長期的な視野を含めた年次計画の 

   作成 

・  ＩＣＴの活用を含めた指導法の改善 

・ 指導主事や心理士等を学校に派遣し、学校経営や学級

経営に対しての指導・助言の実施 

（３）ペアレントトレーニングの実施 

    保護者による子どもの特性の理解と、子育ての孤立感の軽減 

   （学齢児保護者を対象に１クール７回を２クール実施、さらに 

令和２年度より年長児の保護者対象へと拡充） 

  

【参考データ】 

発達相談件数と小学校 

特別支援教室利用児童数 
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発達相談件数 小学校特別支援教室利用児童数



21 
 

0.49 0.52 0.56 0.74

0.77 0.84 0.77 0.75 0.74

3.33 3.6 3.78
4.33

5.12 5.78 5.22 5.21 5.14

H27 H28 H29 H30 R1

２ 不登校支援 

（１）未然防止・早期発見 

ア 教育相談コーディネーターの配置 

  イ 不登校マニュアルの活用と長期欠席者情報の共有 

 ウ 専門職員（ｽｸｰﾙｶｳﾝｾﾗｰ,ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ）の学校への配置 

（２）不登校となった後の支援 

ア 登校サポーター派遣（お迎え・別室登校支援）の拡充 

イ 学校以外（特例課程教室あすテップ、チャレンジ学級、居 

場所を兼ねた学習支援事業を活用した不登校支援）の教育機 

会の確保 

（３）不登校の悩みをもつ保護者への支援 

ア 教育相談員による不登校相談の充実 

イ 不登校支援ガイド等による不登校への理解促進 

  ウ 不登校の子をもつ保護者交流会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめ予防に関する主な取り組み 

（１）教育委員会 

ア いじめ防止に関する教員研修の実施 

イ 電話、ネットによるいじめ相談の実施 

ウ 「いじめＳＯＳクリアファイル」の全児童・生徒への配付 

  令和２年度新規事業。悩みごとの連絡先が記載されており、 

鉛筆で記入できるメモ欄を設けている。 

エ 「いじめＳＯＳカード」の全児童・生徒への配付 

オ 「いじめに関するアンケート（年３回）」「いじめに関する

一覧表」「いじめ個票」や指導主事による学校訪問などを通

じたいじめの実態把握と関係諸機関との連携 

カ いじめ等問題対策委員会（第三者委員会）による実態把握と

助言 

【参考データ】 

東京都と足立区の不登

校出現率の推移（％） 

※不登校児童・生徒数

／児童・生徒総数×100 

 

東京都（小学校） 

足立区 
（中学校） 

東京都 
（中学校） 

足立区（小学校） 
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（２）学校 

ア 「学校いじめ防止基本方針」を策定 

イ 「学校いじめ対策委員会」によるいじめの認知の徹底 

ウ いじめ相談箱の設置 

エ 保護者、地域と連携した「いじめ防止教室」の実施 

 
４ 自殺予防 

ＳＯＳの出し方に関する教育の推進 

・ 小中学校全学年で、年１回以上の「生命の尊さ」をテーマ

にした授業の実施 

・ 小学校高学年（５・６年生）時と中学校在学中に各々１回

以上、ＤＶＤ教材「自分を大切にしよう」を活用した授業

を実施するとともに、各種相談機関が記載されたカード

（区作成）等を配付 

・ ＤＶＤを活用した授業において、取り扱う内容に応じて保 

健師を講師に招聘  

 

 

問 題 点 等 
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件 名 元受理番号１３ 児童・生徒の介助員登録者を増やす工夫・改善 

及び行事介助員を探す際の保護者の負担軽減を 

求める請願 

所 管 部 課 名 こども支援センターげんき支援管理課 

 

請 願 の 要 旨 

 

児童・生徒の介助員の内「行事介助員」について、在籍校・保護

者で候補者を探し、学校から区に申請することが基本となっていま

すが、現実問題として保護者が候補者を探す事にはかなり困難を伴

います。障がいがある子もない子も同じように安心して学校行事に

参加できるよう取組んでいただけますことを切に希望し区に下記を

要望します。 

１．介助員登録者が増えるような働きかけや工夫・改善を要望し

ます。 

 ２．行事介助員を探す際の保護者の負担軽減を要望します。 

 

請 願 者 等 請願文書表のとおり 

紹 介 議 員 名 長谷川 たかこ議員 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

１ 令和元年度の状況 

（１）介助員配置までの流れ（ア～ウ） 

  ア 学校が保護者の同意を得て、こども支援センターげんき支 

援管理課に申請書を提出する。 

  イ 介助員配置判定委員会（定期）において審議する。 

  ウ 承認された場合は、学校からの推薦または介助員登録名簿 

より適任者を学校に紹介することで、配置する。 

  ※ 行事介助員については、申請方法は同じだが、介助員配 

   置判定委員会で申請の都度、審議し判断する。 

 

（２）現在配置されている日常介助員数 

令和２年３月末の配置数は１１１名。うち５０名が介助員登 

録名簿から配置した介助員（４５％） 

 

（３）行事介助員配置実績 

令和２年３月末の配置件数は７７件。うち１５名が介助員登 

録名簿から配置した介助員（２０％） 
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２ 令和２年度の取り組み 

（１）介助員の登録者数を増やすための手立て  

   ア  現在勤務している介助員の方の登録依頼（継続依頼） 

    イ  区民向けの介助員募集の説明会開催（新規） 

  ウ  文教大学１校から区内４大学へ働きかけを拡充し、協 

力を依頼（新規） 

 エ  募集チラシ・ポスター作成、配布（新規）  

 

（２）決定までのプロセスの見直し 

ア 身体的な支援介助等の決定までの短縮化 

（書類審査と学校との協議のみでの簡素化を図る） 

イ  行事の際の介助については、書類審査と学校との協議の上 

で決定し、配置する。 

ウ  手続簡素化を推し進め、上記ア、イ以外の介助員判定に必 

要な行動観察、面談などの作業日程の短縮を図る。 

※  上記（２）の見直しを図ることで、令和元年度では平均 

１ヵ月半かかった手続き期間を、１ヵ月程度に短縮する。 

 

 

 

問 題 点 等 
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件 名 

元受理番号２１ 健常児と障がい児が関わる時間を増やすインク

ルーシブ教育の拡大と医療的ケア児や重症心身

障害児を受け入れる保育制度を求める陳情 

所 管 部 課 名 こども支援センターげんき 支援管理課 

子ども家庭部 子ども施設運営課、子ども政策課 

 

 

陳 情 の 要 旨 

 

１. 健常児と障がい児が関わる時間を増やすインクルーシブ教育を

保育園・幼稚園・小学校・中学校で拡大するよう求めます。 

２. 医療的ケア児や重症心身障害児を受け入れる保育施設を設置

し、痰の吸引、経鼻栄養、胃ろうへの注入などの医療的ケアを

看護師だけでなく保育士が行えるようなシステムを作るか、充

分な看護師の配置を要望します。 

陳 情 者 等 請願文書表のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容及び経過 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ インクルーシブ教育の現状 

（１）保育園・幼稚園での取り組み 

  ア インクルーシブ教育 

  健常児も障がい児も同じクラスで生活を共にし、一人ひとり

の発達に違いがあることを理解し保育を進めている。保育上の

対応等の検証についても専門職と連携しながら行っている。 

  イ 研修 

指導理論及び技術向上の中心的な役割を担える職員の育成 

を目的とした発達障がい研修が、東京都の認定を受けた保育士

等キャリアアップ研修となった。令和元年度の研修参加者は延

べ１１１９名、そのうち６６名がキャリアアップ研修修了者と

して認定されている。 

（２）小学校・中学校での取り組み 

ア 副籍制度の活用 

    都立特別支援学校に在籍する児童・生徒が、居住する地域

の小・中学校に副次的な籍を置き、直接的・間接的な交流を

とおして、居住する地域・学校とのつながりの維持と継続を

図っている。 

・ 令和元年度：１８７名／３０２名（６２％）参加 

イ 学級交流及び共同学習の実施 

    全小・中特別支援学級設置校（小学校１９校、中学校 

１０校）は、教育課程の「特色ある教育活動」に交流及び共

同学習を位置付け、児童・生徒が通常の学級の行事や授業に

参加し、交流を深めている。 

ウ オランダ連携プロジェクト事業へ参加 

    花畑地域の小学校５校、中学校２校と特別支援学校３校が

オランダのパラリンピアンやパラスポーツ指導者とともに、
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障がいの垣根を越えて相互理解を培う交流事業に参加してい

る。 

エ 特別支援学校と公立学校との交流の実施 

    花保小学校、花保中学校、都立淵江高等学校は、都立城北

特別支援学校（現都立花畑学園）との交流活動を実践し、イ

ンクルーシブ教育の推進を図っている。 

・ 音楽会や文化祭に特別支援学校児童・生徒が参加（２校）  

・ スポーツ交流（ボッチャなど）（３校） 

・ 総合的な時間を活用しての交流（カードを活用した自己紹

介、ビンゴゲームなど）（２校） 

 

２ 医療的ケア児、重症心身障害児の対応状況 

（１）保育園・こども園における医療的ケア児の対応状況 

ア 令和３年度４月から区立保育園３園での医療的ケア児受け

入れに向け、仕組みづくりや実施に向けた体制等を検討して

いる。 

なお、平成２９年度より２園にて区職員による医療的ケア

のモデル実施を開始し、現在は、１園にて看護師を配置し実

施継続中である。 

イ 集団保育が可能であるとの主治医意見があり、かつ保護者

等が医療的ケアを実施する場合は受け入れている。 

（２）保育園・こども園における重症心身障害児の対応状況 

集団保育が可能であるとの主治医意見がある場合は受け入れ

ている。令和２年５月１日現在、３園で４名の保育を実施中。 

（３）医療的ケアを保育士が行えるシステム構築について 

保育士による医療的ケアの実施にあたっては、社会福祉法及

び介護福祉法に基づき、医師の指示、看護師等との連携の下、

喀痰吸引等研修を修了した介護職員等（保育所における保育士

を含む）が、喀痰吸引（口腔内、鼻腔内、気管カニューレ内）

及び経管栄養（胃ろうまたは腸ろう、経鼻経管栄養）を行うこ

とができると定められている。 

区は医療的ケア児の生命の安全を第一と考え、より専門性を

発揮できる看護師による実施を検討しており、保育士による医

療的ケアの実施は考えていない。 

 

 

問 題 点 等 
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